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経
済
的
な
理
由
か
ら
小
中
学

校
に
子
ど
も
を
就
学
さ
せ
る
こ
と

が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
保
護
者

に
対
し
て
、就
学
に
必
要
な
経
費

就
学
援
助
制
度

「
放
課
後
学
び
教
室
」

学
び
相
談
員・学
び

支
援
員
の
募
集

業
務
内
容

　
小
・
中
学
生
の
放
課
後
自
主

学
習
の
支
援
や
保
護
者
か
ら
の

学
習
相
談

勤
務
時
間

　
４
月
下
旬
～
平
成
３０
年
２
月
末

　

週
１
～
３
回
程
度（
学
校
の

実
情
に
よ
って
異
な
り
ま
す
）

　

平
日
午
後
３
時
ご
ろ
～
５
時

ご
ろ（
学
校
の
実
情
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
）

勤
務
地　
市
立
小・中
学
校

対
　
象

学
び
相
談
員　
石
巻
市
お
よ
び

近
隣
在
住
の
２０
歳
以
上
の
方
で

教
員
経
験
者
ま
た
は
学
習
指
導

経
験
者（
４０
人
程
度
）

学
び
支
援
員　
石
巻
市
お
よ
び

近
隣
在
住
の
大
学
生
等
で
小
中

学
生
へ
の
学
習
支
援
可
能
な
方

（
１０
人
程
度
）

賃
　
金

　
時
給
８５０
円
～
１
、０
０
０
円

申
込
期
間

　
４
月
３
日
㈪
～
２８
日
㈮

　
（
以
後
も
随
時
申
込
可
）

申
込
方
法

　
電
話・Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
直
接
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

問

申
・

　
学
校
教
育
課（
内
線
５
０
２
９
）

　
Ｆ
Ａ
Ｘ 

２２

－

５
１
６
０

市報 いしのまき　平成29年（2017年）4月1日号

～創造性と可能性にあふれた「新しい石巻市」を目指して～
平成29年度施政方針

　「施政方針」は、市長が市政運営についての基本的な考え方や重点的に取り組む施策等を市民の皆さんにお示しするものです。
　平成29年度は、震災復興基本計画における再生期4年間の最終年度であり、発展期に向けて重要な局面を迎える年であります。復興事業を加速させるとともに、
人口減少等の新たに取り組むべき課題を克服するため、職員の英知を結集し、全力で市政運営に取り組み、市民の皆さんとともに、創造性と可能性に満ちたまち
づくりに取り組んでまいります。
　創造性と可能性にあふれた「新しい石巻市」を目指し、5つの柱を軸に復興事業の更なる加速化を図ります。 　　復興政策課（内線4212）

2　産業の再生と人材の育成
　産業の再生は、本市の経済基盤を取り戻し、市民生活を支える雇用の創出に繋
がる最優先課題であり、復興事業完了後の「まち」が、急激な人口減少社会にあって
も、震災前のような地域内でヒト、モノ、カネが還流する「まち」に戻るには、ものづく
り産業の早期復興と商業や観光の再生と賑わいづくりが必要であります。
　産業の基盤整備に係る土地区画整理事業や漁港施設等の復旧を加速化させる
とともに、先進的技術を活用した新産業の創出や農林水産業の高度化による事業
規模の拡大等に取り組んでまいります。
　また、産業を支える根幹は人材の育成であり、特に、第一次産業における担い手
は、高齢化が進むとともに年々減少傾向にあるため、担い手の確保は急務となって
います。本市の農林水産業を持続可能な産業として発展させるためには、引き続き
担い手育成に対する積極的な支援策等を実施してまいります。
　さらに、後藤新平が亡くなる直前に残した「人を残して死ぬ者は上だ」の名言に学
び、創業による新たな雇用の創出等を図る取り組みや支援を積極的に展開し、若者
や女性が活躍できるまちを目指して、新たな人材の発掘や育成に努めてまいります。

「街なか居住」が進み、定住人口が増加している中心市街地では、かわまち交流拠点
整備を進めており、震災以前の活力を回復するとともに、新たな価値創造に繋げて

1　安心して暮らせるまちづくり
　被災された方々の生活の基礎となる「住まいの再建」の更なる加速化に向けて、全
ての地区で土地区画整理事業や防災集団移転促進事業による宅地供給を進める
とともに、復興公営住宅の建設を一段と加速してまいります。
　また、入居要件緩和に伴う復興公営住宅への入居希望調査を進め、必要整備戸
数を精査するとともに、建設場所や整備手法について早急に検討してまいります。
本市における最大の課題は、仮設住宅の解消であることから、再建先がない方々の
最後の受け皿が公営住宅であると捉え、仮設住宅からの移転を促進してまいります。
　しかし、克服すべき困難な課題が山積しており、昨年6月に策定した「石巻市被災
者自立再建促進プログラム」を実効あるものとするため、特定延長スケジュールを見
据え、全庁を挙げて取り組んでまいります。
　本市は、固有の歴史・文化や形態をもった多様な“まち”が分散して立地しておりま
すが、総合支所を拠点としてコンパクトシティ化を進めるとともに、人が集い、人と人
とが行き交い、コミュニケーションするまちづくりを進めることで、地域に新たな魅
力を創出し、賑わいと活力のある街として生まれ変わるため、これまで以上にまちづ
くりに最大限の力を注いで取り組んでまいります。
　さらに、あらゆる災害から市民の尊い生命と財産を守るため「災害に強いまちづく
り」を推進することが重要であり、東日本大震災を経験した自治体として、その教訓を
活かす努力を怠ることなく、災害に強い社会インフラの整備や磐石の消防体制を備
えるとともに「自助」、「共助」、「公助」に基づく防災体制の強化を推進してまいります。
　しかし、震災後、市民の皆さんの生活環境が大きく変化するとともに、コミュニ
ティの希薄化が進み、安心・安全な暮らしに不安を抱いている市民が多いのが現状
であります。新しい地域コミュニティの形成は、住民が助け合って生活を営む基盤
であるとともに、災害発生時における重要な役割を果たすものと考えております。コ
ミュニティの再構築や孤立防止といった復興の進展に伴う課題の解決に取り組み、
地域の安心・安全な暮らしを保障することが最も大切であると考えております。

4　市民の健康づくりの推進
　市民が心身ともに健康で生活していくためには、生涯にわたる健康づくりを進め
ることが必要であることから、一人ひとりの健康づくりをみんなで支えるまちづくり
を推進し、健康寿命の延伸を目指してまいります。
　市民の健康を後押しする保健政策は、健康な生活を送れるよう支援環境を整える
ことであり、医療体制や多様な主体による支援体制の充実等を推進してまいります。
　また、健康づくりを推進するため、自らの健康は自らがつくるという意識を啓発
し、生活習慣病予防事業を展開してまいります。
　さらに、高齢者等の健康悪化や福祉課題へ対応するため、在宅医療と介護の連
携に関する相談体制の構築を図るとともに、地域住民に対する普及啓発や多職種・
多機関と連携・協働を図ってまいります。

5　絆と協働の共鳴社会づくり
　復興を成し遂げ、心豊かに暮らせるまちづくりを進めるためには、市民と行政の協
働と連携によるまちづくりが必要であることから、引き続き地域のコミュニティ構築
や活性化に向けた支援を進めるとともに、住民主体のコミュニティ活動を進めるた
め、地域の人材育成に対する支援を行ってまいります。
　また、着実に復興している石巻市を全国、全世界に発信するとともに、地域の活力
を取り戻すため、積極的に移住・定住および交流人口拡大のための事業に取り組ん
でまいります。

3　子育てしやすい環境づくり
　本市は、東日本大震災以降、急激な人口減少に直面しており、人口減少対策は危
機感を持って取り組まなければならない喫緊の課題であります。
　人口減少の要因として若い世代の人口流出が昭和60年代から続いており、人口
減少は将来の経済規模や生活水準の低下を招くばかりでなく、将来に対する不安
につながることから、子育て世代を対象とした環境づくりや施設整備を推進してま
いります。
　また、定住や地域外から若い世代の移住を進めるためには、医療や教育環境の
整備、定住支援策や雇用の創出が必要であり、多様な主体と連携して効果的な支
援を推進してまいります。
　特に、少子化対策や子育て支援策の推進は、「石巻市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」においても人口減少対策の中心的テーマであり、本格的に少子化に立ち向か
うためには、更なる施策の充実が不可欠であります。
　子どもを産み、育てやすい環境の整備は、出生率回復につながる少子化対策とし
て有効な施策であり、結婚から子育てまでに関わる施策を総合的に展開すること
が、本市の活力ある未来を切り開くために必要であります。

問

行
政
情
報の

一
部
を
援
助
す
る
制
度
で
す
。

対
　
象

　

保
護
者
の
世
帯
全
体
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
、経
済
的
な

援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
世
帯

①
生
活
保
護
を
停
止
ま
た
は
廃

止
さ
れ
た

②
市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減

免
さ
れ
て
い
る

③
固
定
資
産
税
や
個
人
事
業
税

が
減
免
さ
れ
て
い
る

④
国
民
年
金
の
保
険
料
の
減
免

を
受
け
て
い
る

⑤
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
ま
た

は
徴
収
の
猶
予
を
受
け
て
い
る

⑥
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る

⑦
生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け

を
受
け
て
い
る

⑧
世
帯
員
全
員
の
合
計
収
入
が

著
し
く
低
い
等
の
事
情
が
あ
る

　　
ま
た
は
東
日
本
大
震
災
に
よ
り

①
家
屋
が
半
壊
以
上
の
被
害
を

受
け
た

②
原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら

避
難
し
て
き
た

③
解
雇
等
に
よ
り
著
し
く
収
入

が
減
って
い
る

　
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

申
・
　

 

各
小・中
学
校

　
　
　
　
市
教
育
総
務
課

　
　
　
　
（
内
線
５
０
１
７
）

いきたいと考えております。
　半島部においては、行政、医療、福祉、教育等の機能が集積した拠点エリアの整備
により賑わいの再生と観光産業の活性化を推進するとともに、石巻広域圏の２市１
町が連携して設立する「（仮称）ＤＭＯいしのまき」が主体となって、観光ニーズに基
づくさまざまな地域資源を活かした着地型観光商品の開発を進め、効果的なプロ
モーションにより交流人口の拡大を図ってまいります。
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転
出
す
る
方

　
「
水
道
使
用
水
量
等
の
お
知
ら

せ（
検
針
票
）」を
ご
覧
の
上
、早

め
に
水
道
企
業
団
お
客
さ
ま
セ
ン

タ
ー
へ
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

転
入
し
た
方

　
ポ
ス
ト
・
玄
関
に
入
っ
て
い
る

「
水
道
を
ご
使
用
さ
れ
る
お
客

さ
ま
へ
」の「
お
客
さ
ま
番
号
」を

確
認
の
上
、使
用
開
始
の
５
日
前

ま
で
に
水
道
企
業
団
お
客
さ
ま
セ

ン
タ
ー
へ
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

※
な
お
、水
道
料
金
と
下
水
道
使
用

料
は
、合
算
で
請
求
し
て
い
ま
す
。

問

申
・
　
　
　
　

　
水
道
企
業
団
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　
（
受
託
事
業
者 

石
巻
地
方
水

　
道
サ
ー
ビ
ス
共
同
企
業
体
）

   

☎
９６

－

４
９
５
５

　
（
土
日・祝
日
を
除
く
）  

問　
市
下
水
道
管
理
課

　
　
（
内
線
５
６
９
４
）

　
　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）に
加

入
し
て
い
る
世
帯
は
、所
得
金
額

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、申
告
す

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

世
帯
主
と
国
保
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
員
の
合
算
所
得
が
基

準
を
下
回
る
場
合
、保
険
税
が

軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、次
の
よ
う
な
方
は
必
ず
簡

易
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
平
成
２８
年
中
に
収
入
の
な

か
っ
た
方（
平
成
２８
年
中
の
収

入
が
雇
用
保
険
等
の
非
課
税

所
得
の
み
の
方
も
含
み
ま
す
）

②
平
成
２８
年
中
障
害
・
遺
族
年

金
を
受
給
し
て
い
た
方（
た

だ
し
、国
民
年
金
等
の
受
給

者
は
、申
告
は
不
要
で
す
）

　

離
半
島
部
等
に
お
け
る
買

物
の
利
便
性
向
上
を
図
る
た
め

「
買
物
支
援
対
策
事
業
」を
実

施
す
る
住
民
団
体
等
に
対
し
て
、

事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

対
象
団
体

　

市
内
に
設
立
さ
れ
て
い
る
住

民
団
体
等（
町
内
会
、婦
人
会
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
）

対
象
事
業

　
離
半
島
部
等
の
買
物
困
難
地

域
に
お
い
て
、日
常
生
活
に
必
要

な
物
資
の
注
文
を
取
り
ま
と
め
、

一
括
購
入
の
上
、注
文
物
資
を

個
別
に
配
達
す
る
事
業

対
象
経
費

　
買
物
支
援
対
策
事
業
に
係
る

　
医
療
・
介
護
・
福
祉
分
野
の
専

門
職
の
人
材
確
保
と
市
へ
の
Ｕ
・

Ｉ
・
Ｊ
タ
ー
ン
等
、地
元
就
職
の

促
進
を
図
る
た
め
、奨
学
金
の
返

還
額
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
今
年
度
か
ら
対
象
者
を
拡
大

し
、助
産
師
と
保
育
士
の
資
格
を

有
す
る
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

対
　
象

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

・
市
内
に
住
所
が
あ
り
、申
請
年

度
の
３
月
３１
日
ま
で
継
続
し

て
市
内
に
居
住
す
る
方

・
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
て
大

学
、短
期
大
学
、専
修
学
校

専
門
課
程
に
進
学
し
た
方

・
看
護
師
、保
健
師
、助
産
師
、

上
下
水
道
の
手
続
き

は
お
早
め
に

国
民
健
康
保
険
加
入
の

皆
さ
ん
へ
…
簡
易
申
告

は
お
済
み
で
す
か
？

買
物
支
援
対
策
助
成
金

奨
学
金
返
還
支
援

事
業
助
成
金

※４月に支給される手当（平成２８年１２月分～平成２９年３月分）は、従
来の額で支給されます。

問　子育て支援課（内線2512・2513）・各総合支所保健福祉課
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福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
事
故
に
よ

る
放
射
線
の
影
響

（単位:ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）■空間放射線量の測定結果
測定箇所 測定結果 測定期間

市役所北出入り口前 0.05～0.10 2/1～2/27
市立保育所、私立幼稚園、私立保育園（敷地） 0.05～0.08 2/1～2/28
公共施設等（ホットスポット調査） 　0.05～0.10 2/1～2/22
牡鹿地区集落 0.05～0.19 2/1～2/16

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

等
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線

簡
易
測
定
器
の
貸
し
出
し

を
行
っ
て
い
ま
す
。

問　
環
境
課

　
　
（
内
線
３
３
６
６
）

　
除
染
等
が
必
要
と
な
る
空
間

放
射
線
量
は
、毎
時
0・２３
マ
イ

ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。市
内
で
放
射
線
量

の
測
定
を
行
っ
た
結
果
、測
定

地
点
の
全
て
で
、健
康
に
影
響

を
与
え
る
よ
う
な
数
値
は
検
出

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、ご

安
心
く
だ
さ
い
。

　
４
月
１１
日
㈫
午
後
3
時
ご
ろ

問　
危
機
対
策
課

　
　
（
内
線
４
１
５
８
）

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

理
学
療
法
士
、作
業
療
法

士
、言
語
聴
覚
士
、社
会
福

祉
士
、介
護
福
祉
士
、精
神

保
健
福
祉
士
、保
育
士
の
資

格
を
有
す
る
方

・
平
成
２８
年
４
月
１
日
以
降
に
、

市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
事

業
主
に
正
規
雇
用
さ
れ
、市
内

の
事
業
所
で
保
有
資
格
に
基

づ
く
業
務
に
従
事
す
る
方
で
、

申
請
年
度
の
３
月
３１
日
ま
で

継
続
し
て
当
該
事
業
所
に
勤

務
す
る
方（
国
お
よ
び
地
方

公
共
団
体
の
職
員
を
除
く
）

・
月
賦
、半
年
賦
、年
賦
で
奨
学

金
の
返
還
を
行
っ
て
い
る
方
、

ま
た
は
申
請
年
度
内
に
月

賦
、半
年
賦
、年
賦
で
奨
学
金

の
返
還
を
開
始
す
る
方

・
奨
学
金
の
返
還
に
滞
納
が
な

行
政
情
報

今月は児童扶養手当の支給月です
　児童扶養手当受給者で全部支給者および一部支給者について、12
月から３月までの４カ月分を４月11日（火）に指定の口座へ振り込みます。
　国の制度改正に基づき、４月から手当額が改定されました。

平成29年3月まで 4月以降

本
体
額

全部支給 42,330円 42,290円

一部支給 所得に応じて
42,320円～9,990円の範囲で決定

所得に応じて
42,280円～9,980円の範囲で決定

第
2
子

加
算
額

全部支給 10,000円 9,990円

一部支給 所得に応じて
9,990円～5,000円の範囲で決定

所得に応じて
9,980円～5,000円の範囲で決定

第
3
子

加
算
額

全部支給 6,000円 5,990円

一部支給 所得に応じて
5,990円～3,000円の範囲で決定

所得に応じて
5,980円～3,000円の範囲で決定

一
括
購
入
に
要
す
る
運
賃
相
当

額
の
う
ち
、次
の
経
費

①
交
通
運
賃（
公
共
交
通
機
関

に
よ
る
運
賃
実
費
）

②
自
動
車
燃
料
代（
自
家
用
車

を
利
用
し
た
場
合
の
燃
料
代

と
し
て
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ

き
３7
円
）

申
請
方
法

　
交
付
申
請
書
類
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
募
集
要
領
や
交
付
申
請
書
類

等
の
様
式
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
請
期
間

　
４
月
1
日
㈯
～
５
月
１
日
㈪

問

申
・

　
包
括
ケ
ア
推
進
室

　
（
内
線
２
５
７
２
）

　
河
北
・
雄
勝
・
北
上
・
牡
鹿
各

　
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　
荻
浜
支
所

平
成
２９
年
春
の
交
通
安
全

県
民
総
ぐ
る
み
運
動

と
　
き　
４
月
６
日
㈭
～
１5
日
㈯

　
（
１０
日
間
）

運
動
の
基
本

　
子
供
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止
～
事
故
に
あ
わ
な
い
、お
こ

さ
な
い
～

①
歩
行
中
・
自
転
車
乗
用
中
の

　
交
通
事
故
防
止

②
後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の

　

座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ

　
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用

　
の
徹
底

③
飲
酒
運
転
の
根
絶

問　
防
災
推
進
課

　
　
（
内
線
４
１
７
４
）　　
　

　
　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

い
方

・
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

・
暴
力
団
員
等
で
な
い
方

対
象
と
な
る
奨
学
金

・
日
本
学
生
支
援
機
構
奨
学
金

・
石
巻
市
奨
学
金

・
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
奨
学
金

助
成
金
額

　
申
請
年
度
内
に
返
還
し
た
奨

学
金
返
還
額（
上
限
２０
万
円
）

※
市
内
居
住
期
間
ま
た
は
市
内

事
業
所
で
の
就
労
期
間
が
１

年
に
満
た
な
い
場
合
は
、そ
の

期
間
に
応
じ
て
案
分
し
た
額

と
な
り
ま
す
。

助
成
期
間　
最
長
３
年
間

申
込
方
法

　
交
付
申
請
書
類
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、郵
送
ま
た
は
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間

　
４
月
３
日
㈪
～
２８
日
㈮

※
持
参
す
る
場
合
は
、事
前
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、問
い
合
わ
せ
ま
た
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

③
平
成
２８
年
中
に
扶
養
、仕
送

り
、退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活

し
て
い
た
方
等

※
す
で
に
税
務
署
や
市
役
所
、

各
総
合
支
所
で
国
保
加
入
者

分（
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い

世
帯
主
も
含
む
）の
申
告
を

済
ま
せ
て
い
る
場
合
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
に
①
～

③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、１
人
で

も
未
申
告
の
方
が
い
る
と
、保

険
税
の
軽
減
や
高
額
療
養
費

の
負
担
限
度
額
の
判
定
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所

　
保
険
年
金
課
・
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課・各
支
所

問

申
・

　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
７
～
２
３
３
９

　
・２
３
４
２
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

平成２９年度障害者社会参加促進事業・
自発的活動支援事業の補助金申請

　市では、障害がある方が、自立した日常生活および社会生活を営む
ことができるよう社会参加活動や地域における自発的な活動を支援
する団体等に補助金を交付しています。
　事業を実施する市内の障害者団体や障害者の支援団体等の申請
により、事業費の一部を補助するものです。

1 この補助金交付事業は、障害者総合支援法により定められた地域
生活支援事業として実施するものです。

※障害者施設等を運営する法人が施設内で実施する行事等は、対
象外となります。

２ 今年度の申請期限は、５月末となります。詳しくは問い合わせください。
申・問　障害福祉課（内線2482・2483）

補助対象要件
補助上限額

事業内容 参加人数 対象団体等
社
会
参
加
促
進
事
業

・障害者等スポーツ大会
・障害者等レクレーション大会
・障害者地域交流大会
・障害者等芸術・文化講座 等

１５人以上
（障害者等の人数）

・市内の障害者等団体
・市内に活動拠点がある

障害者等の支援団体

参加人数により
50,000円～
100,000円

自
発
的
活
動
支
援
事
業

・地域での障害者等の災害対
策活動や見守り活動

・ボランティア養成等の活動

６人以上
（支援者、ボラン
ティア等）

対象事業を実施する市内
の団体またはグループ

（福祉サービスを提供す
る法人を除く）

30,000円・障害者やその家族の情報交
換ができる交流活動

・権利や自立のために社会に
働きかける活動

・その他　障害者と地域住民
等が自発的に行う活動

６人以上
（３人以上の障害
者と支援者、ボ
ランティア等）

　
保
育
士
以
外
の
方

　
包
括
ケ
ア
推
進
室（
内
線
２
５
７
２
）

　
保
育
士
の
方

　
子
ど
も
保
育
課（
内
線
２
５
２
８
）

問

申
・

3



石巻市男女共同参画基本計画（第３次）がスタートします
　市では、市民一人ひとりが個人として尊重され、生き生きと暮ら
すことができる男女共同参画社会の実現を目指し、石巻市男女共
同参画基本計画（第３次）を策定しました。
【基本目標】
○基本目標１ ― 政策形成および方針決定の場への女性の参画の推進 
○基本目標２ ― 地域・学校における男女共同参画の推進
○基本目標３ ― 働く場における女性の活躍推進に向けた環境の整備 
○基本目標４ ― 家庭生活における男女共同参画の実現の促進
○基本目標５ ― 男女間におけるあらゆる暴力の根絶と被害者支援の推進
○基本目標６ ― 復興・防災における男女共同参画の推進
【計画の期間】　
　平成２９年度から平成３２年度までの４年間
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
問　地域協働課（内線4232）

市報 いしのまき　平成29年（2017年）4月1日号

犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに!!　4月17日㈪から狂犬病予防注射（集合注射）が始まります!

日程 地　区 受 付 会 場 時 間

石
巻

4月
17日
(月)

稲井（一部）
住吉
山下

南境生活センター 9:00～9:25
仮設大橋団地駐車場（消防本部側） 9:40～10:20
北上公園（中里） 10:35～11:15
禅昌寺駐車場 11:35～12:00

18日
(火) 蛇田

新下前沼公園 9:00～9:15
高玉神社 9:30～10:15
向陽地区コミュニティセンター 10:30～11:00
裏区会館 11:15～11:30
新立野１号公園 11:45～12:00

19日
(水) 稲井

裏沢田集会所 9:00～9:15
井内東部ふれあい会館 9:30～10:00
八津会館 10:15～10:30
吉祥寺駐車場 10:45～11:00
内原集落センター 11:15～11:30

20日
(木)

中央
山下
釜
大街道

旧寿楽荘前駐車場 9:00～9:15
山下屋内運動場専用駐車場 9:30～10:15
五番谷地公園 10:25～10:40
三ツ股三角ちびっこ広場 10:55～11:10
青葉神社 11:20～12:00

21日
(金)

湊
渡波

不動町集会所 9:00～9:45
一皇子神社 10:00～10:15
鹿妻東公園 10:30～10:50
根岸会館 11:05～11:30

22日
(土) 休日対応日 石巻合同庁舎駐車場 13:30～15:00

24日
(月) 渡波

黄金浜会館 9:00～9:40
渡波公民館駐車場 9:55～10:40
祝田（石巻市消防団第９分団前） 10:50～11:05
うしお荘 11:15～12:00

30日
(日) 休日対応日 石巻合同庁舎駐車場 13:30～15:00

河
北・雄
勝

5月
16日

（火）

二俣
大森公民館前 8:45～9:00
東福田農事集会所前 9:05～9:20
北境老人憩の家前 9:25～9:35

大谷地

沢田老人憩の家前 9:45～10:00
仮設河北三反走団地 10:05～10:15
鶴家公民館前 10:20～10:35
五十五人生活センター前 10:40～10:50
本地老人憩の家前 11:00～11:15

日程 地　区 受 付 会 場 時 間

河
北・雄
勝

5月
16日

（火）
大谷地

大吉野福祉センター前 11:20～11:35

後谷地老人憩の家前 11:40～11:55

17日
（水）

飯野川

中野林業センター前 8:45～9:00
馬鞍老人憩の家前 9:05～9:20
皿貝老人憩の家前 9:25～9:40
中島生活センター前 9:45～10:00
JAいしのまき相野谷低温倉庫前 10:05～10:20
河北総合支所駐車場 10:25～11:00

大谷地 川の上構造改善センター前 11:05～11:20
仮設追波川多目的団地 11:25～11:35

18日
（木）

雄勝 大須集会所 8:40～8:50
原消防ポンプ小屋前 9:20～9:30

大川

入釜谷生活センター前 9:40～9:50
原生活センター前 10:00～10:15
谷地公民館前 10:20～10:35
福地林業者生活改善センター前 10:45～11:00

二俣 三輪田中区公民館前 11:10～11:25
辻堂生活センター前 11:35～11:50

河
南

4月
25日

（火）
鹿又

中山会館 9:00～9:10
上谷地親交会館 9:15～9:25
谷地中老人憩の家 9:35～9:45
三軒谷地老人憩の家 9:55～10:05
曽波神多目的研修センター 10:15～10:25
本町コミュニティセンター 10:35～10:50
道的生活センター 11:00～11:15
鹿又農業研修センター 11:25～11:40
梅木ふれあいセンター 11:50～12:00

26日
（水）

須江
広渕

糠塚生活センター 9:00～9:10
須江農村定住センター 9:20～9:35
しらさぎ台コミュニティセンター 9:45～10:05
山根中埣転作推進集落ｾﾝﾀｰ 10:15～10:30
柏木ふれあいセンター 10:40～10:55
広渕町下コミュニティセンター 11:05～11:20
広渕農業担い手センター 11:30～11:45

27日
（木）

北村
広渕 中沢公会堂 9:00～9:10

日程 地　区 受 付 会 場 時 間

河
南

4月
27日

（木）
北村
広渕

朝日会館 9:20～9:30
大番所生活改善センター 9:40～9:50
青木多目的研修センター 10:00～10:15
新田公会堂 10:25～10:40
北村農村交流センター 10:50～11:05
小崎生活センター 11:15～11:25
箱清水老人憩の家 11:35～11:45

28日
（金）

和渕
前谷地

笈入あすなろ館 9:00～9:15
和渕地区コミュニティセンター 9:25～9:40
和渕山根ふれあいセンター 9:50～10:00
山崎公益堂 10:10～10:20
定川会館 10:30～10:45
根方公益堂 10:55～11:10
河南総合支所 11:20～12:00

桃
生

4月
26日

（水）

太田 桃生文化交流会館駐車場 9:00～9:30
樫崎 JAセレモニーホール桃生構内（樫崎） 9:45～10:05
永井・倉埣・牛田・深山 永井いきいき交流センター館庭 10:20～10:50
寺崎 寺崎担い手センター館庭 11:05～11:30

27日
（木）

高須賀 高須賀定住センター駐車場 9:00～9:30
給人町・神取 神取いきいき交流センター館庭 9:45～10:15
新田 新田二部落集落センター館庭 10:30～10:50
中津山・城内 桃生総合支所西側駐車場 11:10～11:50

北
上

5月
11日
(木)

橋浦大須・行人前 北上総合支所駐車場（保健センター） 9:00～9:15
橋浦本地 橋浦本地生活センター 9:25～9:40
長尾 長尾生活センター 9:45～10:00
女川 中原地区チェーン着脱所 10:05～10:20
吉浜 吉浜公民館前 10:30～10:40
相川 大指林業センター前 11:00～11:15

牡
鹿

5月
9日
(火)

十八成 十八成老人憩の家前 9:30～9:40
大原・小渕・給分・小網倉 大原生活センター前 10:00～10:20
谷川・泊・大谷川・鮫浦 仮設大原中学校団地 10:30～10:50
寄磯・前網 仮設前網浜赤島団地 11:10～11:25

10日
(水)

荻浜 仮設荻浜支所前 9:45～9:55
鮎川・新山 旧牡鹿公民館駐車場 10:20～10:50
長渡 網地島ライン発着所（長渡） 12:10～12:20
網地 網地島ライン発着所（網地） 12:35～12:45

　登録している方には、4月上旬に実施通知（はがき）を郵送しますので、通知持参の
上、お近くの会場においでください。（登録しているのに実施通知が届いていない方は、
問い合わせください）
　また、新たに犬を飼われた方、まだ登録をしていない方でも、会場で登録して同時に注
射ができますので、必ず登録し注射を受けてください。
　なお、集合注射を受けることができるのは、「石巻市」に登録のある犬に限ります。他
市町村から転入・譲渡され手続きがまだの方は、登録事項変更届が必要となりますの
で、集合注射前に手続きをお願いします。

※期間中に登録または注射を受けることができない方は、個別に動物病院等で必ず
行ってください。その際は、登録料・注射料のほかに診察料等が加算されます。また、
犬の体調が不安定な場合は、獣医師とご相談ください。

集合注射料金が、3,100円に変わります！
（内訳：注射料2,550円、注射済票交付手数料550円）

※未登録の方は3,100円のほかに、登録料3,000円が加算されます。
問　環境課（内線3364・3363）・各総合支所市民生活課

※期間中はどの会場でも受け付けします。会場、時間を間違えないよう、よくご確認ください。
※会場にはたくさんのワンちゃんが集まります。首輪が抜けないよう確認し、リードを必ず付けてください。また、フンの始末は飼い主が責任を持って行ってください。
※石巻地区の日程に「休日対応日」を設けています。どの地区の方でも受けることができますので、平日最寄り会場での接種が難しい方は、ご利用ください。
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中
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ま
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ま
た
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加
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届
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さ
れ
た
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い
。
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　行　　　政　
●行政書士相談（要予約）
　　　　　17日（月）　午前10時〜午後3時　市役所２階相談室A・B
　 申 問・ 　  県行政書士会石巻支部　☎22-8471
●行政相談
　　　　　  5日（水）　午前10時〜正午　桃生総合支所2階会議室
　　　　　  5日（水）　午前10時〜午後3時　雄勝総合支所仮庁舎
　　　　　  6日（木）　午前10時〜午後3時　牡鹿総合支所2階研修室
　　　　　12日（水）　午後1時〜3時30分　河南総合支所第2庁舎1階会議室
　　　　　12日（水）　午後1時30分〜3時30分　石巻中央公民館1階第1教養室
　　　　　21日（金）　午前10時〜午後3時　河北総合支所

　子　ど　も　
●県東部児童相談所（石巻合同庁舎） 18歳未満の子どもに関する相談
　午前8時30分〜午後5時15分（土日・祝日を除く） ☎95-1121
●子育てに関する相談（子育て支援センター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く） ☎94-2366

　介　　　護　
●各地域包括支援センター　※（　）内は担当地区

中央（石巻・中央） ☎21-5171 河北（河北） ☎61-1252
稲井（稲井・住吉） ☎93-8166 雄勝（雄勝） ☎61-3732
蛇田（蛇田） ☎92-7355 河南（河南） ☎86-5501
山下（山下・釜・大街道） ☎96-2010 ものう（桃生） ☎76-5581
渡波（渡波・荻浜） ☎25-3771 北上（北上） ☎61-7023
湊（湊） ☎90-3146 牡鹿（牡鹿） ☎44-1652

　交 通 事 故　
●県交通事故相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●交通事故に伴う自動車保険請求相談（そんぽADRセンター東北）
　午前9時15分〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎0570-022808

　暮　ら　し　
●市民相談センター（市役所2階）
◦市民生活相談　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
　市民相談（内線2532）　家庭児童相談（内線2534） 
◦少年相談（内線2533） 午前9時〜午後5時（月･水･木・金曜日）
◦消費生活相談　☎23-5040 午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
●弁護士による無料法律相談（内線2532・2533）
　11日(火)　いしのまき法律事務所　前田弁護士
　25日(火)　おあぞら総合法律事務所　小川弁護士
　午前10時30分〜午後4時　市役所2階市民相談センター相談室　
　定　員　1日9人〔先着〕　予約受付開始　3日(月)　午前9時
●虐待防止センター（市役所2階）
◦児童、高齢者、障害者の各種虐待相談およびDV相談（内線2535・2538・2539・
　2543）☎23-6614（直通）午前8時30分〜午後5時（土日・祝日を除く）

●無料法律相談会　※予約優先
　司法書士が無料で相続登記・法律相談に応じます。
　と　き　水・土（祝日を除く）　午後1時30分〜4時30分
　ところ　石巻司法書士相談センター（鋳銭場５-９いせんばプラザ102号）
　受　付　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）　
　 申 問・ 　石巻司法書士相談センター　☎96-3611
●女性のための面接相談
　心身不調、人間関係、夫婦問題、DV等のさまざまな問題に無料で応じます。
　と　き　19日（水）　午前10時30分、午後1時、3時30分　市役所2階相談室B　
　　　　　※今年度は、月1回（第3水曜日）の開催となります。
　定　員　1日3人〔先着〕　※要予約
　担　当　田口 京子（日本フェミニストカウンセリング学会認定カウンセラー）
　 申 問・ 　 地域協働課（内線4233）
●物忘れ相談（包括ケアセンター）
　と　き　11日（火）
　定　員　2件〔先着〕　※要予約
※定員超過の場合は別日に2件まで対応を検討します。
　 申 問・ 　  介護保険課（内線2437）
●法律（弁護士）相談
◦仙台弁護士会石巻法律相談センター （石巻駅前ビル4階 穀町12-18）
　午後1時30分〜4時30分　月〜金曜日（祝日を除く）
　午前10時30分〜午後4時30分　日曜日（祝日を除く）
　震災時被災3県に在住の方は刑事事件・法人を除き全て無料です。
　 申 問・ 　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
　（受付　午前10時〜午後5時〔先着〕土日・祝日を除く）
※当日の相談予約・キャンセルは直接石巻法律相談センターへ
　午前10時〜午後3時　☎23-5451
●県政に関する相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●県消費生活相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く）　☎93-5700
●震災に関する裁判所の手続き案内（仙台家庭・簡易裁判所）
　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎022-745-6090
●無料人権相談  
　5日（水） 　午前10時〜午後3時　桃生総合支所2階会議室
   5日（水） 　午前10時〜午後3時　雄勝総合支所仮庁舎2階会議室
   6日（木） 　午前10時〜午後3時　牡鹿総合支所2階研修室
   7日（金） 　午前10時〜午後3時　市役所2階相談室A・B
　 問  仙台法務局石巻支局　☎22-6188
●農家相談（河北総合支所3階会議室）
　17日（月）　受付開始　午後1時30分
　詳細については、問い合わせください。
※農地法許可申請受付期間　5日（水）〜10日（月）
　 問　農業委員会事務局 ☎62-4826
●年金に関する相談（石巻年金事務所）
・毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後7時まで延長します。
・休日年金相談  8日（土）　午前9時30分〜午後4時　☎22-5115

4 月の相談あんない
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ラ
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。
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損
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つ
け
た
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し

た
り
し
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ま
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困
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。
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。
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童
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わ
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守
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願
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。
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３
３
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第
１
回
不
審
者
対
策
学
校
区

パ
ト
ロ
ー
ル
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お
知
ら
せ
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６次産業化・地産地消推進助成金制度
　農林漁業者と地域の事業者との連携を強化し、地域資源の高付加価
値化を図るため、１次・２次・３次産業を営む事業者がネットワークを形成し
て取り組む商品開発や販路開拓等の事業に対し助成金を交付します。

※具体的な対象事業等については、問い合わせください。
対　象
・ネットワークを形成して事業に取り組む市内事業者
・市税および国民健康保険税を完納しており、かつ、助成金交付終

了後も事業の継続が確実であると認められるもの
※事業着手の30日前までに申請書を提出してください。
申・問　商工課（内線３５２６）

対象事業・区分 助成額

新商品開発事業 対象経費の3/4以内
（交付限度額：1業者あたり50万円）

販路開拓事業 対象経費の3/4以内
（交付限度額：1業者あたり50万円）

施設整備事業 対象経費の1/2以内
（交付限度額：1業者あたり200万円）

特
定
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
を
拡
大
し
ま
す

対
　
象

　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①「
宮
城
県
不
妊
に
悩
む
方
への

特
定
治
療
支
援
事
業
」の
決
定

を
受
け
た
夫
婦

②
夫
婦
ま
た
は
夫
婦
の
い
ず
れ

か
が
治
療
期
間
お
よ
び
申
請

日
に
お
い
て
石
巻
市
民
で
あ

る
夫
婦

③
他
の
自
治
体
か
ら
特
定
不
妊

治
療
費
助
成
を
受
け
て
い
な

い
夫
婦

内
　
容

①
体
外
受
精・顕
微
授
精
の
特
定

不
妊
治
療
に
要
し
た
費
用
に

対
し
、１
回
１０
万
円
ま
で
。

　
（
通
算
６
回
ま
で
）

②
男
性
不
妊
治
療
に
要
し
た
費
用

に
対
し
、１
回
１０
万
円
ま
で
。

な
お
、県
の
助
成
額
を
控
除
し

た
後
の
金
額
が
１０
万
円
に
満

た
な
い
場
合
は
、そ
の
金
額
ま

で
。

「
法
テ
ラ
ス
東
松
島　

夜
間・土
日
相
談
」

と
　
き
　

4
月
８
日
㈯・２3
日
㈰

　
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

　
4
月
１２
日
㈬・１9
日
㈬

　
午
後
４
時
3０
分
～
７
時
3０
分

と
こ
ろ
　
法
テ
ラ
ス
東
松
島

　
（
東
松
島
市
矢
本
字
大
溜
１
―
１

　
コ
ミュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
西
側
）

内
　
容
　
通
常
の
相
談
に
加
え

　
て
、ど
な
た
で
も
ご
利
用
で
き

　
る
弁
護
士
無
料
相
談
を
行
い

　
ま
す
。

そ
の
他
　
当
日
相
談
も
可
能
で

　

す
が
、事
前
予
約
の
方
を
優

　

先
し
ま
す
。平
日
も
無
料
相

　
談
が
で
き
ま
す
。詳
細
は
法
テ

　
ラ
ス
東
松
島
に
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

※
治
療
を
終
了
し
た
日
の
年
度

内
の
申
請
に
な
り
ま
す
。

問

申
・

　
健
康
推
進
課（
内
線
２
４
２
２
）

　
各
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合
支
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保
健
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法
テ
ラ
ス
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☎
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―
３
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３
―
０
０
０
９

　
（
受
付　

午
前
９
時
～
午
後

　
５
時（
土
日・祝
日
を
除
く
））

問

申
・
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